
○確定申告終了後に、下記一覧の書類を農業共済組合へご提出ください。

●「情報提供に関する同意書」を提出された方は、農業共済から同意書記載の税理士

法人（税理士）へ提供依頼させていただきます。

なお、税務申告書類以外で必要になる書類につきましては、下記一覧をご確認いた

だき、農業共済組合へご提出ください。

○表1・2は提出が必須です。

○表※3は、必要がある場合にご提出していただきます。

（ご加入者さまによって、ご提出していただく書類が異なります。）

●提出期限は、税務申告期限日から１カ月以内となっております。

個人の加入者さまへ

ご提出いただく税務申告等書類の一覧 個人

1 確定申告書第１表 必須

2

所得税青色申告決算書（農業所得用）の損益計算書

必須

Ⓐ収入金額の内訳

※3 保険期間の棚卸表（総勘定元帳） ※○

※3 事業消費帳簿（総勘定元帳） ※○

※3 その他計算に必要な書類（部門別の総勘定元帳など） ※○

※3 事故発生の事実を確認できる根拠書類（診断書等） ※○

※必要がある場合

■「受付フォーム」
QRコード

検索ワード ＮＯＳＡＩ岐阜収入保険受付フォーム

税務申告書類の提出が、ホームページからできますので、ご利用ください！

1 確定申告書 第１表について
2 所得税青色申告決算書（農業所得用）、損益計算書及びⒶ収入金

額の内訳について

○税務申告後の書類の写し

税務申告後に農業共済へ提出いただく書類ついて



１ 確定申告書 第１表の写し 必須



2所得税青色申告決算書（農業所得用）の損益計算書の写し 必須

2 Ⓐ収入金額の内訳の写し 必須



保険期間の棚卸表について（※必要がある場合）

農産物の棚卸がある場合は、棚卸の内訳書の写しが必要となります。
※農産物の棚卸がない場合も、棚卸の有無の確認が必要となる場合があります。

事業消費帳簿について（※必要がある場合）

その他計算に必要な書類（元帳など）について（※必要がある場合）

例：雑収入、売上高の写しなど
○雑収入：収入保険において、販売金額（農業収入）に含める補助金等の確認をするため、必要

になる場合があります。

○売上高：損益計算書の収入金額の内訳において、品目別（区分別）に販売金額が計上されてい
ない場合に必要となります。

※税務申告書類以外の提出書類について

○病気やケガを理由に保険金支払いの対象となる場合は、診断書（収入保険用の様式）の提出が
必要となります。（ ※必要がある場合）

畑作物の直接支払交付金（麦・大豆・そばを作付けしている加入者の方）の申請をされている
方は、以下の書類が必要となります。

○畑作物の直接支払交付金における面積払交付決定通知書（兼交付金計算書）の写し
○畑作物の直接支払交付金における数量払の交付決定通知書（兼交付金額一覧）の写し

○税務申告における手数料等及び消費税の取扱いについて
下記の内容について、確認が必要となります。個別注記表など、確認できる書類がある場合は、
写しのご提出をお願いします。

手数料の取扱いについて
純額主義（手数料等控除後の金額）または総額主義（手数料等控除前の金額）

消費税の取扱いについて
税抜経理方式または税込経理方式

西濃支所 ☎：0584-64-6667

ご連絡・お問い合わせはNOSAI岐阜の最寄りの支所へ

中濃支所 ☎：0575-22-1008
東濃支所 ☎：0573-25-8805
飛騨支所 ☎：0577-35-0310

岐阜支所 ☎：058-201-0157

他者から仕入れた農産物等の販売金額がある場合は、仕入れ高（元帳）および仕入品の販売金額
がわかる元帳の写しが必要となります。
※収入保険において、販売金額（農業収入）から除く金額を確認するために必要となります。


